
 

テレビ視聴サービス契約約款 2024 年 5 月 14 日 変更内容 

 

・変更内容：業務区域拡大に伴う業務区域の変更 

変更点 変更後 変更前 

P.25 

1.業務区域 

（第３条関係） 

㊲沖縄県 
・浦添市、豊見城市、中頭郡中城村の各 

全域 

・那覇市、島尻郡南風原町、糸満市、宜野

湾市、中頭郡北中城村、中頭郡北谷町、 

中頭郡西原町の各一部 

㊲沖縄県 
・那覇市、浦添市、島尻郡南風原町、豊見
城市の各一部 

 

・効力発生日 

２０２４年０５月１４日 

 


